「郵送等による大阪府知事の建設業許可各種変更届の受付」ＦＡＱ
Ｑ１　これまでどおり、受付窓口においても変更の届出をできますか？

　Ａ１　受付窓口においても変更の届出を行うことができます。

Ｑ２　返送された完了通知ハガキを紛失した場合、どうすればよいですか？
Ａ２　当課に正本が保管されている場合は、副本の持参があれば受付印を押印します。

　　　　完了通知ハガキの紛失を防ぐため、返送され次第、副本に貼り付けてください。
Ｑ３　郵送等によって全部廃業の届出をする場合には、許可通知書や申請書副本の提示は必要ですか？

Ａ３　必要ありません。
　　　　なお、受付窓口において全部廃業の届出をする場合にも、許可通知書や申請書副本の提示は必要ありません。
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